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愛知県公立高等学校入学者選抜制度の改善に関する検討会議

（第３回）の結果について

公立高等学校入学者選抜制度の改善に関する愛知県教育委員会では、本日、愛知県

（第３回）を開催し、 お知らせします。検討会議 まとめを得たので、

１ 日時

2020年11月６日（金） 午後３時から午後４時30分まで

２ 会場

愛知県庁本庁舎 ６階 正庁

３ 委員

２ページ「委員名簿」のとおり

４ 会議の内容

３ページ及び４ページ「愛知県公立高等学校入学者選抜制度の改善に関する検討

会議のまとめ」のとおり
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愛知県公立高等学校入学者選抜制度の改善に関する検討会議

（順不同・敬称略）委 員 名 簿

名古屋大学大学院教育発達科学研究科名誉教授 村 上 隆
むら かみ たかし

金城学院大学人間科学部多元心理学科教授 川 瀬 正 裕
かわ せ まさ ひろ

愛知教育大学教育学部自然科学系数学教育講座教授 飯 島 康 之
いい じま やす ゆき

中京大学文学部歴史文化学科客員教授 澤 田 哲
さわ だ さとる

愛知教育大学教育学部教育科学系学校教育講座准教授 高 綱 睦 美
たか つな むつ み

津島市教育委員会教育長 浅 井 厚 視
あさ い あつ し

豊川市教育委員会教育長 髙 本 訓 久
たか もと のり ひさ

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長 若 杉 雅 志
わか すぎ まさ し

名古屋市立小中学校ＰＴＡ協議会会長 鬼 頭 恵 助
き とう けい すけ

学校法人東邦学園理事長 榊 直 樹
さかき なお き

愛知県立岡崎高等学校長 柴 田 悦 己
しば た えつ み

愛知県立春日井高等学校長 須 田 文 清
す だ ふみ きよ

名古屋市立向陽高等学校長 鈴 木 克 則
すず き かつ のり

碧南市立大浜小学校長 中 谷 眞 人
なか たに まこ と

名古屋市立冨士中学校長 早 川 孝 一
はや かわ こう いち

犬山市立犬山中学校長 勝 村 偉公朗
かつ むら い く ろう

名古屋市立桜田中学校長 志 村 虎 三
し むら とら ぞう

愛知県立豊明高等学校教諭 加 藤 聡 也
か とう とし や

名古屋市立工業高等学校教諭 齋 藤 大 地
さい とう たい ち

岡崎市立矢作北中学校教諭 青 木 貴 之
あお き たか ゆき

名古屋市立東山小学校教諭 河 合 雄 介
かわ い ゆう すけ
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愛知県公立高等学校入学者選抜制度の

改善に関する検討会議のまとめ

本検討会議では、入学者選抜制度の改善にあたり、中学生の成長や自己実現

にとってより望ましく、多様なニーズに対応できる制度とすること、また、時

、 。代や社会の状況に即した より合理的な制度とすることが大切であると考えた

こうした考え方のもと、愛知県公立高等学校入学者選抜制度の改善を次のよ

うに進めることが望ましい。

１ 一般選抜において２校に志願できることについては、現行どおりとする。

２ 一般選抜における学力検査については、志願者が第１志望校と第２志望校

のそれぞれで受検している現行の方式を改め、１回とする。各校において校

内順位を決定する際には、その学力検査の成績を資料として使用する。

、 、 、 、 、 （ ） 。出題教科は 現行どおり国語 社会 数学 理科 外国語 英語 とする

３ 一般選抜における面接の有無については、各高等学校の裁量とする。

４ 一般選抜における校内順位の決定方式については、各高等学校・学科の特

色をより生かすことができるようにする。

５ 一般選抜の合格者発表日については、現行よりも早めるように努める。

６ 推薦選抜については、一般選抜の日程の中で実施している現行の日程を改

め、早い時期に実施する。

推薦選抜の志願者には学力検査を課さないこととする。

７ 中学校長の推薦を必要としない、高等学校・学科の特色を生かした「特色

選抜」を新たに設ける。
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８ 普通科における学区については、現行どおり尾張・三河の２学区とする。

また、群及びグループ分けについては、当面は現行どおりとし、新しい入学

者選抜制度の実施後に、時宜を得て検討する。

９ 外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜については、一般選抜

の日程の中で実施している現行の日程を改め、早い時期に実施する。

10 海外帰国生徒にかかる入学者選抜については、現行どおり一般選抜の日程

の中で実施するが、実施校の拡大を検討する。

11 新しい制度の詳細については、入学者選抜方法協議会議において慎重に検

討する。

12 新しい制度の実施時期は令和５年度入学者選抜からとされているが、上記

４及び７については、上記協議会議における検討状況等を考慮し、柔軟に取

り扱うことを可能とする。
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